
農薬販売業務自主点検表

・農薬販売届を届け出た販売所には、立入検査（事前連絡なし）を行いますので、農薬販売業務自主点検表を活用し適正な農薬販売業務を行うとともに、農薬販売所のいかなる職員でも立入検査に対応できるようにしてください。

・年に数回（年度初めや農薬の最終有効年月が設定されていることが多い10月など）自主点検を行い、農薬取締法や毒物及び劇物取扱法等の関係法令を遵守した適正な農薬販売を行いましょう。

・点検した項目に☑を入れて確認しましょう。

点検項目 ☑ 内容 対応

届出を行っているか □ 農薬販売を増設または廃止していないか
農薬の販売所を増設または廃止した日から２週間以内に農薬販売届出書を秋田県病害虫防除所に提出

する

届出内容に変更はないか □
代表者名、代表者住所、法人の場合は法人名、販売所名、

販売所住所に変更はないか
届出内容に変更が生じた日から２週間以内に農薬販売届出書を秋田県病害虫防除所に提出する

届出証明書を保管しているか □ 届出証明書を販売所に掲示している 届出証明書を紛失した場合は、秋田県病害虫防除所にその旨を連絡する

帳簿の備え付け □ 帳簿（電算処理も含む）を備え付けているか

日別に記帳しているか □ 日別に記録しているか

種類別（商品、規格）に記帳しているか □ 種類ごと（商品、規格）に記録しているか

水質汚濁性農薬の譲受数量、譲渡先別の譲渡数量を記

帳しているか
□ 譲受数量、譲渡先及び住所を記録しているか

帳簿の保存 □ 最終の記録から３年間保存しているか 誤廃棄を防ぐため、農薬は専用の帳簿等として定められた期間管理する

無登録及び販売禁止農薬を販売していないか □
登録農薬及び特定農薬（特定防除資材）以外の無登録農

薬、販売禁止農薬を販売していないか

店頭及び倉庫に無登録農薬及び販売禁止の農薬がある場合には、秋田県病害虫防除所に連絡する

※農林水産省で登録されている農薬は、農林水産省登録番号が農薬の外装に記載されている

虚偽の宣伝をしていないか □

販売所でチラシやＰＯＰなどで、成分や有効成分などに関

して消費者に誤解を与えるような表示や虚偽の宣伝をして

いないか

適正な表示を行う

最終有効年月日を過ぎた農薬を販売していないか □ 有効期限が過ぎた農薬を店頭に陳列、販売していないか
有効期限が過ぎた農薬は、店頭に陳列せずに、分けて保管する

有効期限が過ぎた農薬は、仕入先に返品するなど適正に処分する

盗難、紛失、飛散、流出などの防止措置を行っている

か
□

農薬の保管場所（販売所、保管庫）全てが施錠できるか

農薬の飛散、流出の防止措置がとられているか

施錠を行う

流失や飛散を防ぐことができるケースなどに入れて保管する

食品等と分離しているか □
農薬の保管場所（販売所、保管庫）全てで、食品（ペット

フードを含む）と分離しているか
食品（ペットフードを含む）に隣接して置かない、農薬との間に仕切りを設ける

引火性、爆発性のある農薬を適正に保管しているか □

農薬の保管場所（販売所、保管庫）全てで、引火性、爆発

性のある農薬（乳剤、スプレー剤等）を火気の近くで保管

していないか

ストーブなどの火気の近くに農薬（乳剤、スプレー剤等）を保管しない

特に、冬期間はストーブなどを使用することがあるため、注意する

□ 「農薬として使用できない」旨を表示しているか

□ 農薬である除草剤と区分して陳列しているか

□ 農薬と誤解されるような宣伝をしていないか
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非農耕地除草剤（農薬登録のない除草剤）の表示を適

正に行っているか

販売所の見やすい場所に「農薬として使用できない」旨を表示する

農薬と非農耕除草剤（農薬登録のない除草剤）を区分して陳列する

農薬販売者は、帳簿（電算処理も含む）等を備え付け、種類ごと（商品、規格）に、日別で、数量

（譲受及び譲渡）を記録する

水質汚濁性農薬（ＣＡＴ剤（商品名：シマジン））については、譲受数量、譲渡先及び住所ついても

記録する
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